
第
一

章
　

国
民
ノ

権
利
　

国

会

第
三
編
　
立
法
権
　

上

院

第
一

章
　

民
撰
議
院
　

下

院

第
二
章
　

元
老
議
院
　

国
会
ノ

権
利

第
三
章
　

国
会
ノ

職
権
　

国
会
ノ

開
閉

第
四
章
　

国
会
ノ

開
閉
　

国
憲
ノ

改
正

第
五
章
　

国
憲
ノ

改
正
　

国
民
ノ

権
利

第
四
編
　

行
政
権
　

行
政
権

第
五
編
　

司
法
権
　

司
法
権

（
前
掲
書
、

資
料
編
13

近
代
・

現
代
⑶
二
六
）

新
井
勝
紘
『
民
衆
憲
法
の

創
造
』
に

よ
れ
ば
同
案
の

特
色
を
四
つ

に

ま
と
め

る
こ

と
が
で

き
る
。

第
一

は
、

こ

の

憲
法
草
案
全
体
と
し
て
の

独
創
性
で

あ
る
。

五
日
市
憲
法
草
案
が
、

起
草
の

基
礎
に

し
た
と
考
え
ら
れ
る
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
百
九

か

条
と
比
較
し
て

み
る
と
そ
の

こ

と
が
よ
く
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、

五
日
市
案
は
、

前
掲
下
段
の

嚶
鳴
社
案
の

編
別
構
成
を
ほ
ぼ
採
用
し
て

は
い

る

が
、

国
民
の

権
利
規
定
の

編
を
独
立
さ
せ
て

国
帝
の

権
利
の

す
ぐ
後
に

置
き
、

大
幅
に

嚶
鳴
社
案
の

関
係
条
文
を
補
修
す
る
と
と
も
に
、

新
条
文
を

二

十
五
か

条
も
付
加
し
て
い

る
。

ま
た
、

国
会
の

職
権
、

司
法
権
に

も
同
じ
く
大
幅
に

手
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。

第
二
は
、

三
十
六
項
目
に

お
よ
ぶ
詳
細
な
人
権
規
定
で
、

そ
の

思
想
性
に

お
い

て

最
高
の

地
位
を
占
め
る
植
木
枝
盛
の

『
日
本
国
々

憲
案
』
に
つ

ぐ
内
容
を
も
っ

て
い

る
。

人
権
規
定
の

内
容
、

両
案
の

比
較
こ

の

人
権
規
定
に

関
す
る
検
討
に
つ

い

て

は
後
述
す
る
。
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第
三
は
、

「
時
世
、

風
土
、

民
情
」
と
い

う
現
実
を

リ
ア
ル

に
つ

か
み
、

そ
れ
に

応
じ
た
現
実
的
な
立
憲
政

体
を
構
想
し
た
こ

と
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、

君
民
共
治

の

政
治
理
論
に

基
づ

き
、

国
帝
・

国
会
（
と

り
わ

け

民
撰
議
院
）
・

政
府
の

三
者
が
お
互
い

の

逸
脱
を
相
互
に

チ
ェ

ッ

ク

し
あ
う
仕
組
み
に

な
っ

て
い

る
と
い

う
の

で

あ
る
。

こ

の

よ
う
な
チ
ェ

ッ

ク
ス
・

ア
ン

ド
・

バ

ラ
ン

シ
ス

の

理
論
に

た
つ

憲
法
構
想
と
い

う
特
色
の

指
摘

に
つ

い

て

は
、

後
で

な
お

再
検
討
し
て

み
た
い
。

第
四
は
、

こ

の

憲
法
案
が
、

青
年
思
想
家
千
葉
卓
三

郎
を
中
心
に

し
つ

つ

も
、

五
日
市
町
の

学
習
結
社
に

集

う
人
び
と
に
よ
っ

て

集
団
的
に
つ

く
り
出
さ
れ
た
と
い

う
こ

と
で

あ
る
。

民
衆
憲
法
と
性
格
規
定
が
な
さ
れ
て

い

る
所
以
で

あ
る
。

こ

の

点
に
つ

い

て

は
、

す
ぐ
次
に

見
出
し
を
改
め
て

紹
介
し
よ
う
。

千
葉
卓
三
郎

と
学
習
結
社

す
で
に

た
び
た
び
名
前
に

出
た
千
葉
卓
三
郎
は
、

仙
台
藩
の

下
級
武
士
の

子
と
し
て

宮
城
県
栗
原
郡
白
〓
村（
現
在

志
波
姫
町
）

に

生
ま
れ
た
。

十
二

歳
ご
ろ
か
ら
大
槻
盤
溪
に

就
き
、

十
七
歳
の

と
き
奥
羽
越
列
藩
同
盟
軍
に

加
わ
り
戊
辰
戦
争
に

従
軍
し
た
。

破
れ
て

「
賊
軍
」
の

名
を
負
い
、

そ
の

後
、

多
難
な
思
想
的
彷
徨
が
は
じ
ま
る
こ

と
に

な
る
。

石
川
桜
所
の

下
で

医
学
、

つ

い

で

鍋
島
一

郎
の

下
で

第20表　五日市憲法草案と嚶鳴社草案の内容との比較

新井勝紘「民衆憲法の創造・解説」「三多摩自由民権史料集』上巻

©神奈川県立公文書館



国
学
を
学
ん
だ
。

い

ず
れ
も
事
情
が
あ
っ

て

短
か
っ

た
。

そ
の

後
、

浄
土
真
宗
の

僧
、

桜
井
恭
伯
の

門
を
訪
れ
た
が
、

す
ぐ
に

ギ
リ
シ

ヤ

正
教
の

主

教
ニ

コ

ラ
イ
を
慕
っ

て

上
京
し
た
。

一

八
七
二
（
明
治
五

）
年
頃
で

あ
る
。

も
っ

と

も
長
く
続
い

た
の

が
こ

の
ニ

コ

ラ
イ
の

も
と
で
の

四
年
間
で

あ

っ

た
。

と
こ

ろ
が
、

突
如
反
転
し
て

キ
リ
ス

ト
教
排
撃
論
者
と
し
て

著
名
な
安
井
息
軒
の

も
と
に

入
門
し
た
が
、

一

年
も
た
た
な
い

う
ち
に

師
に

先

立
た
れ
、

ま
た
フ

ラ
ン

ス
・

カ
ト
リ
ッ

ク
の

伝
導
師
ウ
ィ

グ
ル

ス

の

門
に

入
っ

た
。

し
か
し
、

そ
の

後
も
数
学
者
福
田
理
軒
に

入
門
し
た
り
、

横
浜

山
手
の
メ

ソ

ジ
ス

ト

派
の

牧
師
マ

ク
レ

ー
の

も
と
に
つ

い

た
り
も
し
た
。

千
葉
卓
三
郎
が
五
日
市
と
関
係
を
も
っ

た
の

は
、

ウ
ィ

グ
ル

ス

の

多
摩
地

方
布
教
に

従
っ

た
一

八
七
五
、

六
（
明
治
八
、

九
）
年
の
こ

と
と
推
定
さ
れ
て

お

り
、

や
が
て

彼
は
、

同
郷
の

先
輩
永
沼
織
之
丞
が
校
長
を
し
て
い

る

五
日
市
勧
能
学
校
の

教
員
と
な
る
（『
民
衆
憲
法
の

創
造
』）。

こ

の

勧
能
学
校
は
、

「
浪
人
壮
士
の

巣
窟
」
と
い

わ
れ
、

公
立
小
学
校
で

あ
る
と

と

も
に

民
権
派
学
習
結
社
の

観
を
呈
し
て
い

た
。

の

ち
の

大
阪

事
件
に

関
係
す
る
窪
田
久
米
・

長
坂
喜
作
・

大
矢
正
夫
も
、

こ

こ

の

教
員
で

あ
っ

た
。

こ

の

勧
能
学
校
に

流
入
し
た
放
浪
者
型
イ
ン

テ
リ
層
と
も
い

う
べ

き
教
師
た
ち
と
在
地
の

住
民
で

結
成
し
た
結
社
が
学
芸
講
談
会
で

あ
り
、

そ
の

付
属
組
織
と
し
て

五
日
市
討
論
会
（
学
術
討
論
会
と
も
い

う

）
が

あ
っ

た
。

他
地
域
か
ら
流
入
し
た
こ

の

新
し
い

血
液
と
深
沢
権
八
ら
豪
農
を
中
心
と

す
る
在
地
の

活
力
が
結
合
し
て
、

爆
発
的
な
政
治
活
動
、

思
想
活
動
を
展
開
し
た
例
が
こ

こ

に

あ
る
。

五
日
市
憲
法
草
案
の

内
容
は
、

こ

の

学
芸
講
談
会
、

と
り
わ
け
五
日
市
討
論
会
で

議
論
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

た
と
え
ば
、

少
し
後
の

例
に

な
る

が
、

明
治
十
四
年
八
月
二

十
七
日
付
の

学
芸
講
談
会
の

回
状
に
、

九
月
五
日
の

討
論
会
議
題
の

予
告
と
し
て
、

「
一

局
議
院
ノ

利
害
」「
米
穀
ヲ

輸
出

ス

ル

ノ

得
失
」「
死
刑
廃
ス

ヘ

キ
カ

」
の

三
題
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。

ま
た
、

深
沢
権
八
が
記
録
し
た
「
討
論
題
集
」
所
載
の

六
十
三
題
を
見
る
と
、

憲
法
構
想
、

法
律
、

人
権
に

関
係
す
る
も
の

が
三
十
ほ
ど
あ
り
、

憲
法
起
草
に
か
か
わ
る
論
題
が
非
常
に

多
い
。

い

く
つ

か
の

例
を
あ
げ
て

み
る

と
、

「
女
戸
主
ニ

政
権
ヲ

与
フ

ル

ノ

利
害
」「
国
会
ハ

二

院
ヲ

要
ス

ル

ヤ

」「
女
帝
ヲ

立
ツ

ル

ノ

可
否
」「
出
版
ヲ

全
ク
自
由
ニ

ス

ル

ノ

可
否
」「
上
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院
議
院
ノ

職
掌
権
力
特
許
如
何
」
な
ど
が
あ
る
。

も
っ

と
も
、

こ

の

討
論
題
集
に

は
、

「
日
本
酒
ト
西
洋
酒
ノ

利
害
」
な
ど
と
い

う
楽
し
い

テ

ー
マ

も
少
し
入
っ

て
い

る
（
色
川
大
吉
「
明
治
前
期
の

民
権
結
社
と
学
習
運
動
」『
東
京
経
済
大
学
人
文
自
然
科
学
論
集
』
二
一

号
）。

こ

の

よ
う
な
討
論
を
展
開
す
る
に

は
、

参
考
文
献
が
不
可
欠
で

あ
る
。

実
際
、

深
沢
家
の

土
蔵
か
ら
発
見
さ
れ
た
関
係
書
籍
は
二
百
余
点
、

メ

モ

類
か
ら
推
察
す
る
と
当
時
の

蔵
書
は
三
百
七
十
点
を
こ

え
て
い

た
ら
し
い
。

そ
こ

に

は
、

『
泰
西
国
法
論
』『
英
国
憲
法
』『
欧
州
各
国
憲
法
』『
仏
国

憲
法
講
義
』『
代
議
政
体
論
』
な
ど
の

訳
書
が
そ
ろ
え
ら
れ
、「
東
京
ニ

テ
出
版
ス

ル

新
刊
ノ

書
籍
ハ

悉
ク

之
ヲ

購
求
シ

テ
書
庫
ニ

蔵
シ

テ

」い
た
と
い

わ
れ
る
。

千
葉
卓
三
郎
は
、

こ

の

深
沢
家
の

図
書
を
十
分
に

活
用
し
た
よ
う
で

あ
る
。

書
籍
の

ほ
か
に
、

『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』、
『
朝
野
新
聞
』、

『
東
京
日
々

新
聞
』、
『
自
由
新
聞
』
な
ど
の

主
要
な
新
聞
、

『
溺
濘
叢
談
』、
『
近
事
評
論
』、
『
愛
国
志
林
』、
『
進
取
雑
誌
』（
仙
台

）
な
ど
が
定
期
購
入

さ
れ
て

い

た
。

コ

ピ
ー
を
と
る
こ

と
の
で

き
な
い

時
代
で

あ
っ

た
か
ら
、

会
員
た
ち
が
、

重
要
な
論
説
類
を
筆
写
し
て

学
習
の

テ
キ
ス

ト
と
す
る
方

法
も
よ
く
と
ら
れ
た
。

民
権
運
動
の

展
開
を
背
景
に

し
て
、

こ

の

よ
う
に

盛
り
あ
が
っ

た
学
習
活
動
が
五
日
市
憲
法
草
案
へ

と
収
斂
し
て
い

っ

た
の

で

あ
る
。

作
成
へ

の

直
接
の

契
機
は
、

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
十
一

月
に

開
か
れ
た
第
二

回
国
会
期
成
同
盟
大
会
に

お

け
る
、

翌
年
の

大
会
に

「
憲
法
見
込
案
ヲ

持
参
研
究
ス

可
シ

」
と
の

決
議
に

あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

未
完
の

人
権
憲
法

ゆ
た
か
な
人
権
保
障
を
最
大
の

特
色
と

し

な
が

ら
も
、

条
文
が
ま
だ
形
式
的
に

整
備
さ
れ
て
い

な
い

だ
け
で

な
く
、

国
帝

（
天
皇
）
の

大
権
と
国
民
の

権
利
規
定
の

間
に

矛
盾
を
内
包
し
、

言
及
し
た
府
県
の

自
治
規
定
が
展
開
さ
れ
な
い

ま
ま
に

終
わ

っ

て
い

る
と
い

う
意
味
で
、

五
日
市
憲
法
草
案
は
、

未
完
の

憲
法
構
想
に

と
ど
ま
っ

た
と
い

う
べ

き
で

あ
ろ
う
。

こ

の

点
を
、

国
民
の

権
利
規
定
の

部
分
を
中
心
に

考
察
し
て

み
た
い
。

そ
の

自
由
と
権
利
の

規
定
に
つ

い

て

は
、

こ

れ
ま
で
の

研
究
に

若
干
の

事

項
を
加
え
、

さ
ら
に

条
文
の

典
拠
を
さ
ぐ
っ

て

み
る
。

整
理
番
号
の

次
の

（

）
内
は
発
見
者
に

よ
っ

て

五
日
市
憲
法
草
案
に

付
さ
れ
た
条
数
を

示
し
、

下
の

〔

〕
内
に

は
筆
者
が
推
定
し
た
典
拠
、

他
を
記
し
た
。

数
多
く
参
照
さ
れ
た
ポ
ル

ト
ガ
ル

憲
法
第
百
四
十
五
条
第
一

項
以
下
に

列
記
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さ
れ
た
国
民
の

権
利
は
、

ポ
・

第
（
項
数
）
と
略
記
す
る
。

ま
た
、

福
地
源
一

郎
「
国
憲
意
見
」（『
東
京
日
日
新
聞

』、
明
治
十
四
年
三
月
三
十
日
〜
四
月

十
六
日
付
）
に

は
条
数
が
付
さ
れ
て

い

な
い

の

で
、

便
宜
上
、

最
初
の

条
文
よ
り
順
次
付
し
た
条
数
を
用
い

る
。

な
お
、

五
日
市
憲
法
草
案
が
発
見
さ

れ

た
深
沢
家
か

ら
、

墨
書
の

「
立
志
社
規
則
」（
明
治
十
三
年
七
月
以
降
に

改
正

さ
れ

た
も
の

）
や
「
海
南
御
帰
郷
後
」（
千
葉
卓
三
郎
宛
白
鳥
書
簡
）
や

「
海
南
行
資
ま
で

御
厄
介
願
上
」（
深
沢
権
八
宛
千
葉
書
簡
）
が
見
つ

か
っ

て

お
り
、

憲
法
案
起
草
中
の

植
木
枝
盛
や
立
志
社
を
千
葉
が

訪
れ
た
と
い

わ
れ
て
い

る
。

（
新
井
前
掲
論
文
）
そ
の

た
め
、

〔

〕
に

備
考
と
し
て
、

必
要
な
か
ぎ
り
に
お
い

て
、

五
日
市
草
案
よ
り
数
か
月
後
に

完
成
す
る
植
木

案
、

立
志
社
案
に

も
言
及
す
る
。

一

（
四
五
）
国
法
（
憲
法
）
の

保
護
を
う
け
て

国
民
が
各
自
の

権
利
自
由
を

暢
達
す
る
権
利
〔
永
田
一

二
「
国
会
論
」（『
愛
国
志
林
』）、

備
考
、

植
木
枝
盛
「
日
本
国
々

憲
案
」
第
五
、

六
条
〕

二
（
四
六
）
議
員
と
し
て

国
政
に

参
与
す
る
権
利
〔
五
日
市
案
第
八
十
条
で

再
規
定
、

「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
」
下
院
第
四
条
〕

三
（
四
七
）
法
律
の

前
に

平
等
の

権
利
〔「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
」
国
民
ノ

権
利
第
一

条
、

以
下
の

条
の

同
様
〕

四
（
四
八

）
同
一

の

法
律
で

保
護
を
う
け
る
権
利
〔
福
地
源
一

郎
「
国
憲
意
見
」
第
八
条
〕

五
（
四
九
）
身
体
を
保
固
す
る
権
利
〔
備
考
、

前
掲
植
木
案
第
四
四
条
〕

六
（
四
九
）
生
命
を
保
固
す
る
権
利
〔
永
田
一

二
「
国
会
論
」（『
愛
国
志
林
』）、

備
考
、

前
掲
植
木
案
第
四
四
条
、

な
お
、

五
日
市
草
案
は
次
に

財
産
を
保
固
す
る
権
利
（
永
田
前
掲
論
文
）
が
続
く
が
、

後
掲
す
る
よ
う
に

同
案
第
六
二

条
の
一

部
と
重
複
し
て

い

る
の

で

省
略
す
る
〕

七
（
四
九
）
名
誉
を
保
固
す
る
権
利
〔
備
考
、

前
掲
植
木
案
第
四
四
条
〕

八
（
五
〇
）
法
律
適
用
に

お
け
る
不
遡
及
の

権
利
〔
ポ
・

第
二

〕

九
（
五
一

）
思
想
・

言
論
の

自
由
〔
ポ
・

第
三
〕
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十
（
五
一

）
著
述
・

出
版
の

自
由
〔「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
」
第
六
条
、

ポ
・

第
三
〕

十
一

（
五
一

）
講
談
・

討
論
・

演
説
の

自
由
〔
同
右
第
六
条
、

ポ
・

第
三
〕

十
二

（
五
三
）
法
律
に
よ
る
以
外
の

不
当
な
権
力
支
配
を
受
け
な
い

権
利〔
ポ
・

第
一

〕

十
三
（
五
四
）
奏
呈
・

請
願
・

上
書
・

建
白
の

自
由
〔「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
」
第
七
条
、

ポ
・

第
二
八
〕

十
四
（
五
五

）
文
武
官
僚
に

就
く
権
利
〔「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
」
第
七
条
、

ポ
・

第
十

三
〕

十
五
（
五
六
）
信
教
の

自
由
〔
同
右
第
八
条
〕

十
六
（
五
七
）
産
業
・

職
業
の

自
由
〔
ポ
・

第
二
三

〕

十
七
（
五
八
）
結
社
・

集
会
の

自
由
〔「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
」
第
六
条
〕

十
八
（
五
九
）
信
書
の

秘
密
を
侵
さ
れ
な
い

権
利
〔
ポ
・

第
二
五

〕

十
九
（
六
〇
）
法
律
に

よ

ら
な
け
れ
ば
拘
引
・

召
喚
・

囚
捕
・

禁
獄
さ
れ
な
い

権
利

〔「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
」
第
四
条
、

ポ
・

第
七
〕

二

十
（
六
〇
）
住
居
不
可
侵
の

権
利
〔
同
右
第
十
条
、

ポ
・

第
六
〕

二
一

（
六
一

）
居
住
の

自
由
〔
ポ
・

第
五
〕

二
二
（
六
二

）
財
産
所
有
の

権
利
〔
ポ
・

第
二
一

〕

二
三
（
六
三

）
公
規
に

よ
る
没
収
に

た
い

し
て

正
当
な
賠
償
を
得
る
権
利
〔「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
」
第
五
条
、

ポ
・

第
二
一

〕
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二
四
（
六
三

）
国
会
の

決
定
、

国
帝
の

許
可
の

な
い

租
税
は
賦
課
さ
れ
な
い

権
利
〔
前
掲
福
地
案
第
三
一

条
〕

二
五
（
六
四
）
当
該
の

裁
判
官
お
よ
び
裁
判
所
で

な
け
れ
ば
糾
治
裁
審
さ
れ
な
い

権
利
〔
ポ
・

第
一

〇
〕

二
六
（
六
五

）
一

度
処
断
を
う
け
た
事
件
に
つ

い

て
は
、

再
び
糾
弾
を
う
け
る
こ

と
が
な
い

権
利
〔
前
掲
福
地
案
第
八
条
〕

二
七
（
六
六
）
裁
判
官
が
署
名
し
た
文
書
で

理
由
と
劾
告
者
と
証
人
名
を
告
知
し
な
け
れ
ば
拿
捕
さ
れ
な
い

権
利
〔
ポ
・

第
七
〕

二
八
（
六
七
）
拿
捕
さ
れ
た
ら
二
十
四
時
間
以
内
に

裁
判
を
受
け
る
権
利
〔
デ
ン

マ

ー
ク

憲
法
第
八
十
条
〕

二
九
（
六
七
）
裁
判
官
が
理
由
を
記
し
た
宣
告
状
の

な
い

場
合
は
禁
錮
さ
れ
な
い

権
利
〔
同
右
第
八
十
条
〕

三
十
（
六
七
）
裁
判
の

宣
告
は
三
日
以
内
に

う
け
ら
れ
る
権
利
〔
同
右
第
八
十
条
〕

三
一

（
六
八
）
控
訴
、

上
告
す
る
権
利
〔
同
右
第
八
十
条
〕

三
二

（
六
九
）
保
釈
を
受
け
る
権
利
〔「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
」
第
九
条
〕

三
三
（
七
〇
）
何
人
も
正
当
な
裁
判
官
よ
り
阻
隔
さ
れ
る
こ

と
が
な
い

権
利
〔
ポ
・

第
一

六
条
〕

三
四
（
七
一

）
国
事
犯
の

た
め
に

死
刑
は
宣
告
さ
れ
な
い

権
利
〔
ポ
・

第
一

八
、

増
補
律
例
第
一

六

〕

三
五
（
七
二

）
違
法
な
命
令
、

拿
捕
に

た
い

し
て

損
害
賠
償
を
う
け
る
権
利
〔
オ
ー
ス

ト
リ
ア
憲
法
第
一

篇
第
八
条
〕

三
六
（
七
六
）
教
育
の

自
由
〔
備
考
、

前
掲
植
木
案
第
五
九
条
、

立
志
社
案
第
四
五
条
〕

三
七
（
七
六

）
小
学
校
教
育
（
義
務
教
育
）
を
う
け
る

権
利
〔
条
文
の

規
定
は
、

児
童
の

就
学
を
親
の

義
務
と
し
て
い

る

〕（
な
お

稲
田
正
次
「
五

日
市
憲
法
草
案
（
千
葉
卓
三
郎
草
案
）」『
明
治
憲
法
成
立
史
』
を
参
照
さ
れ
た
い

）

以
上
の

よ
う
な
国
民
の

権
利
規
定
の

典
拠
を
見
る
と
、

ポ
ル

ト
ガ
ル

憲
法
と
、

つ

い

で

嚶
鳴
社
憲
法
草
案
を
も
っ

と
も
多
く
と
り
入
れ
、

そ
の

上

に

福
地
の

「
国
憲
意
見
」
や
デ
ン

マ

ー
ク

憲
法
・

オ
ー
ス

ト
リ
ア
憲
法
を
部
分
的
に

と
り
、

ま
た
永
田
一

二
の

「
国
会
論
」（『
愛
国
志
林

』
所
収
）
も
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参
照
し
た
よ
う
で

あ
る
。

そ
の

『
愛
国
志
林
』
を
、

千
葉
卓
三
郎
が
第
一

号
か
ら
十
号
ま
で

入
手
し
て
い

る
こ

と
は
、

明
治
十
四
年
一

月
と
表
書
し

た
彼
の
「
備
忘
録
」
で

わ
か
る
（『
三
多
摩
自
由
民
権
史
料
集

』
上
巻
）。
千
葉
の

高
知
行
が
推
測
さ
れ
る
こ

と
を
新
井
氏
は
指
摘
し
た
が
、

民
権
運
動
に

お
け
る
最
高
の

理
論
家
植
木
枝
盛
と
の

交
流
を
直
接
示
す
資
料
は
、

ま
だ
見
つ

か
っ

て
い

な
い

と
の
こ

と
で

あ
る
。

植
木
の

民
権
思
想
の

核
心
は
、

国
権
よ
り
も
人
権
に

最
高
の

価
値
を
与
え
た
点
に

あ
る
（
家
永
三
郎
『
植
木
枝
盛
研
究

』）。
植
木
案
と
五
日
市
案
の

二
つ

だ
け
が
、

と
び
ぬ

け
て

念
入

り
な
人
権
保
障
規
定
を
持
っ

て
い

る
の

で

あ
る
か
ら
、

両
人
の

高
知
に

お
け
る
交
流
を
想
像
し
て

み
る
こ

と
は
興
味
深
い

課
題
で

あ
る
。

も
し
、

五
日
市
憲
法
草
案
の

人
権
保
障
規
定
を
、

よ
せ

集
め
と
い

う
人
が
い

る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
皮
相
な
見
解
で

あ
る
。

憲
法
案
作
成
中
の

各
地

に

た
い

し
、

明
治
十
四
年
七
月
十
四
日
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
「
国
会
期
成
同
盟
本
部
報
」
は
、

憲
法
構
想
の

重
要
事
項
と
し
て
、

帝
位
君
権
・

院
の

構
成
と
選
挙
・

立
法
権
・

内
閣
の

組
織
と
権
限
・

地
方
制
度
・

「
民
権
」
な
ど
が

あ
る

と
項
目
を
列
挙
し
て

い

る
。

こ

の

よ
う
な
報
道
に

先
立
つ

時

期
に
、

い

ち
は
や
く
、

と
り
わ
け
国
民
の

権
利
（
民
権

）
を
中
心
に

す
え
た
憲
法
構
想
を
成
文
化
で

き
た
と
い

う
事
実
は
、

五
日
市
に

お
け
る
思
想

的
営
為
が
、

同
時
期
に

あ
っ

て

卓
抜
な
も
の

で

あ
っ

た
こ

と
を
物
語
っ

て
い

る
。

す
で
に

指
摘
さ
れ
て

い

る
と
お

り
、

抵
抗
権
・

革
命
権
の

規
定
を

も
ち
一

院
制
を
と
っ

た
植
木
枝
盛
の

「
日
本
国
々

憲
案
」
に

ま
で
お
よ
ば
な
い

が
、

国
民
の

権
利
を
詳
細
に

規
定
し
、

植
木
案
に
つ

い

で

基
本
的
人

権
を
強
く
保
障
し
て
い

る
こ

と
こ

そ
、

五
日
市
憲
法
草
案
の

最
大
の

特
色
で

あ
る
。

そ
の

権
利
規
定
の

う
ち
で
、

冒
頭
に

位
置
し
て

い

る
第
四
五
条
「
日
本
国
民
ハ

各
自
ノ

権
利
自
由
ヲ

達
ス

可
シ

他
ヨ

リ
妨
害
ス

可
ラ
ス

且
国
法
之

ヲ

保
護
ス

可
シ

」
は
、

現
在
の

日
本
国
憲
法
に

通
ず
る
き
わ
め
て
ユ

ニ

ー
ク

な
条
文
で
、

他
に

例
を
見
な
い
。

も
っ

と
も
近
い

例
は
、

植
木
の

「
日

本
国
々

憲
案
」
で

あ
る
が
、

そ
こ

で
は
、

「
第
五
条
日
本
ノ

国
家
ハ

日
本
各
人
ノ

自
由
権
利
ヲ

殺
減
ス

ル

規
則
ヲ

作
リ
テ

之
ヲ

行
フ

ヲ

得
ス

」
と
消

極
的
な
規
定
に

な
っ

て
い

る
。

先
に

ふ
れ
た
よ
う
に
、

筆
者
は
五
日
市
案
の

第
四
五
条
は
千
葉
が
読
ん
だ
永
田
一

二
の

「
国
会
論
」
に
ヒ

ン

ト
を
得

た
の

で

は
な
い

か
と
推
察
し
て
い

る
。

「
人
民
ニ

参
政
ノ

権
理
ヲ

与
へ

、

以
テ
其
固
有
ノ

権
利
自
由
ヲ
シ

テ
充
分
ニ

伸
張
発
達
セ

シ

ム

ル

」
た
め
に
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「
国
会
ヲ

起
シ

テ
確
乎
タ
ル

憲
法
ヲ
制
定
ス

ル

」
こ

と
こ

そ
「
国
会
論
」
の

精
髄
で

あ
り
、

こ

の

主
張
を
千
葉
は
深
く
理
解
し
て

条
文
に

具
体
化
す

る
力
を
も
っ

て
い

た
と
考
え
る
こ

と
が
で

き
る
か
ら
で

あ
る
。

こ

こ

で
、

五
日
市
憲
法
草
案
の

成
立
時
期
に
つ

い

て

付
言
し
て
お
こ

う
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に

同
案
は
、

明
治
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
四
月
十

六
日
に

か
け
て『
東
京
日
日
新
聞
』に
連
載
さ
れ
た
福
地
源
一

郎
「
国
憲
意
見
」
を
参
照
し
て
お

り
、

条
文
を
比
較
す
る
か
ぎ
り
で

は
、

こ

れ
が
参
考

案
の

最
後
の

も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、

千
葉
卓
三
郎
は
、

同
年
七
月
十
三
日
、

旅
行
先
の

北
多
摩
郡
奈
良
橋
村
よ
り
五
日
市
の

深
沢
権
八
宛
に

葉
書
を
出
し
て
お
り
、

そ
の

中
に

「
小
学
校
教
員
ハ

准
官
吏
ト
云
フ

コ

ト
ニ

愈
々

取
極
メ

ラ
ル

ゝ

様
子
ニ

付
、

其
時
ハ

生
ハ

断
然
辞
職
ト
相
決
シ

居

候
」
と
勧
能
学
校
辞
任
の

意
を
示
し
て

お

り
、

同
じ
く
七
月
三
十
日
の

葉
書
に

は
「
廿
七
日
安
着
﹇

﹈

私
立
政
事
法
律
学
校
教
師
其
他
之
事
ハ

、

帰
り
ま
て

御
待
相
願
候
」
と
あ
っ

て
、

ま
だ
五
日
市
に

本
居
を
置
い

て
い

る
こ

と
が
推
察
さ
れ
る
。

し
か
し
、

同
年
九
月
三
十
日
付
の

深
沢
権
八
宛

の

手
紙
は
北
多
摩
郡
狭
山
村
か
ら
出
さ
れ
て
お

り
、

「
愚
生
貴
地
在
勤
中
不
残
御
厚
恩
ニ

沐
浴
シ

」
と
あ
る

か

ら
、

す
で

に
五
日
市
を
去
っ

て

い

る

こ

と
は
明
ら
か
で

あ
る
（『
三
多
摩
自
由
民
権
史
料
集
』
上
巻
）。
し
た
が
っ

て
、

五
日
市
憲
法
草
案
が
、

未
完
の

ま
ま
一

応
浄
書
さ
れ
た
の

は
、

一

八

八
一

（
明
治
十
四

）
年
四
月
後
半
か
ら
九
月
中
の

間
で

あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

そ
れ
で

は
、

こ

の

期
間
を
も
う
少
し

し

ぼ
る
こ

と
は
で

き
な
い

で

あ

ろ
う
か
。

先
述
し
た
よ
う
に
、

五
日
市
憲
法
草
案
の

核
心
を
な
す
国
民
の

権
利
規
定
は
、

ポ
ル

ト
ガ
ル

憲
法
に

も
っ

と
も
多
く
典
拠
を
も
と
め

た
も

の

で

あ
っ

た
。

と
こ

ろ
で
、

国
会
期
成
同
盟
が
そ
の

「
本
部
報
」
ハ

ノ

第
八
報
で
、

「
各
国
憲
法
ノ

華
ヲ

抜
キ
順
次
御
報
申
ス

ベ

シ

」
と
し
て

掲
げ

た
の

が
ポ
ル

ト
ガ
ル

憲
法
第
一

四
五
条
の

第
一

か
ら
第
三
四
に

わ
た
る
国
民
の

権
利
規
定
で

あ
っ

た
（
江
村
栄
一

「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
の

確
定
お
よ
び

国
会
期
成
同
盟
本
部
報
の

紹
介
」『
史
潮
』
一

一

〇
・

一

一

一

号
）。

推
測
に

な
る
が
、

国
会
期
成
同
盟
の

事
務
局
が
取
捨
選
択
の

末
、

ポ
ル

ト
ガ
ル

憲
法
に

豊
か
な
民
権
保
障
の

範
を
見
出
し
て

提
示
し
た
こ

と
は
、

各
国
の

憲
法
を
検
討
し
な
が
ら
人
権
規
定
の

再
構
成
に

苦
心
し
て
い

る
千
葉
卓
三
郎
ら
に

何
ら
か
の

示
唆
を
与
え
た
の

で

は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の

よ
う
に

考
え
る
な
ら
ば
、

第
八
報
は
「
明
治
十
四
年
七
月
八
日

」
付
で

あ
る
か
ら
、

五
日
市
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憲
法
草
案
の

成
立
は
、

七
月
中
旬
か
ら
九
月
中
の

間
で

あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

五
日
市
草
案
の

核
心
が
詳
細
な
人
権
規
定
に

あ
る
こ

と
は
く
り
返
し
ふ
れ
た
が
、

同
案
を
よ
く
読
ん
で

み
る
と
そ
こ

に

矛
盾
が

存
在
す
る
こ

と

も
わ
か
っ

て

く
る
。

人
権
保
障
と
矛
盾
す
る
規
定
は
大
別
し
て
二
つ

あ
る
。

第
一

は
、

自
由
権
に

法
律
の

範
囲
内
と
い

う
枠
を
は
め

て

い

る
こ

と

で
、

思
想
・

言
論
・

出
版
の

自
由
に

法
律
の

遵
守
を
求
め
た
第
五
一

条
、

結
社
・

集
会
の

自
由
に

法
律
の

抑
制
を
加
え
た
第
五
八

条
な
ど

が
そ
の

例
と
な
る
。

第
二
は
民
撰
議
院
・

元
老
議
院
を
通
過
し
た
法
案
に

た
い

す
る
「
国
帝
」
の

不
認
可
権
で

あ
る
（
第
三
八
、

三
九
条
）。
民
撰
議
院
（
衆

議
院

）
の

議
決
が
実
現
す
る
に

は
、

元
老
議
院
（
貴
族
院

）
と
国
帝
の

認
可
と
い

う
二

重
の

関
門
を
通
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

（
第
一

〇
九
条
）。
こ

の

よ
う
な
国
帝
大
権
と
法
律
に

よ
る
人
権
の

制
約
、

優
越
性
を
欠
い

た
民
撰
議
院
の

規
定
が
、

人
権
規
定
を
限
り
な
く
空
洞
化
し
て
い

く
危
険
を
と
も

な
う
こ

と
を
、

の

ち
の

明
治
憲
法
下
に
お
け
る
歴
史
的
体
験
と
し
て

私
た
ち
は
知
っ

て
い

る
。

そ
の

よ
う
な
矛
盾
は
、

憲
法
構
成
の

内
部
だ
け
で

な

く
、

千
葉
が
か
い

ま
見
せ
た
思
想
と
の

間
に

も
あ
る
。

元
老
院
蔵
版
『
法
律
格
言
』（
明
治
十
一

年
刊
）
へ

の

千
葉
の

書
き
入
れ
を
見
る
と
、

該
当
部

分
の

価
値
観
を
逆
転
さ
せ
て

読
み
か
え
て
い

る
こ

と
が

わ
か

る
。

「
国
王
ハ

死
ス

国
民
ハ

決
シ

テ
死
セ

ス

」、
「
若
シ

人
民
権
利
ト
人
君
ノ

権
利
ト
集

合
ス

ル

ト
キ
ハ

人
民
ノ

権
利
ヲ

勝
レ

リ
ト
ス

」、
「
国
王
ニ

ハ

特
権
を
与
フ

ル

コ

ト
勿
レ

」、
「
全
国
民
ノ

允
許
ハ

確
実
ノ

允
許
ト
ス

可
シ

」
な
ど
は
、

そ
の

好
例
で

あ
る
（
前
掲
書
）。

こ

こ

に

散
見
す
る
思
想
か
ら
す
れ
ば
、

事
実
上
の

人
民
主
権
説
に

基
づ

き
、

民
撰
議
院
の

権
限
が
最
終
的
に

優
越
す

る
よ
う
な
憲
法
構
想
が
浮
か
ん
で

く
る
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、

五
日
市
草
案
は
、

そ
の

よ
う
な
案
と
し
て

は
結
実
し
な
か
っ

た
。

強
大
な
天
皇
大
権

の

規
定
の

背
景
に

は
、

ど
の
よ
う
な
幻
想
が
あ
っ

た
の
で

あ
ろ
う
か
。

恐
ら
く
千
葉
ら
は
、

伝
統
的
権
威
を
も
つ

天
皇
を
道
徳
の

中
心
に

す
え
る
会

沢
安
『
新
論
』（
一

八
二
五
年
）
以
来
の

水
戸
学
な
い

し
国
学
の

思
考
か
ら
ま
だ
十
分
に

解
放
さ
れ
て

い

な
か
っ

た
の

だ
と
想
像
さ
れ
る
。

「
王
位
ハ

正

理
ニ

由
テ
立
ツ

者
ナ
リ
」、
「
国
王
ハ

公
道
ノ

源
ナ
リ
」
な
ど
の

『
法
律
格
言
』
に

見
ら
れ
る
書
き
こ

み
は
、

そ
の
一

例
と
い

え
よ
う
。

千
葉
卓
三

郎
と
そ
の

周
辺
の

人
び
と
に
ど
の

よ
う
な
思
想
上
の

矛
盾
と
葛
藤
が
あ
っ

た
の

か
、

も
は
や
わ
か

ら
な
い
。

と
も
あ
れ
五
日
市
憲
法
草
案
は
未
完
の
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人
権
憲
法
と
呼
ぶ
の

が
ふ
さ
わ
し
い
。

湘
南
社
員
の
主
権
論

湘
南
社
が
大
磯
・

曽
屋
・

金
目
・

伊
勢
原
の

四
か

所
に

支
所
を
置
き
、

講
学
会
と
い

う
学
習
会
を
設
け
た
こ

と
に
つ

い

て

は
、

す
で
に

述
べ

た
。

こ

の

う
ち
、

金
目
・

伊
勢
原
両
講
学
会
の

学
習
記
録
の
一

部
が
、

湘
南
社
社
長
山
口
左
七
郎
家
に

残
り
、

農
政
調
査
会
『
地
租
改
正
関
係
農
村
史
料
集
』
に

収
め

ら

れ
て

い

る
（
大
畑
哲
「
民
権
期
に

お
け
る
地
方
政
社
の

憲
法
論
議
―
相
州
・

湘
南
社
の

学
習
記
録
」『
倫
社
・

政
経
研
究
』
九
号
参
照
）。

こ

れ
は
、

学
習
上
の

試
問
に

答
え
た
文
書
で
、

直
接
憲
法
構
想
に

と
り
く
ん
だ
も
の

で
は
な
い
。

た
と

え
ば
、

「
自
由
ハ

法
律
ノ

結
果
ナ
リ

」
と

い

う
設
問
に

た
い

す
る
答
に

は
、

憲
法
に
お

け
る
自
由
権
の

規
定
、

そ
れ
と
法
律
の

関
係
の

両
方
と
も
論
じ
て

い

な
い
。

し
か
し
、

「
主
権
ハ

何
ニ

帰
属
ス

ル

ヤ

」
の

設
問
に

た
い

す
る
答
え
に

は
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
「
十
二
月
第
一

月
曜
日

」
の

日
付
を
持
つ

も
の

が

あ
る
こ

と
か
ら
、

憲
法
案
論
議
後
同
年
十
二
月
か
ら
新
聞
紙
上
で

展
開
さ
れ
る
主
権
論
争
を
意
識
し
て

い

た
こ

と
は
、

明
ら
か
で

あ
る
。

県
下
の
一

部
豪
農
の

主
権
論

が
わ
か
る
の

で
、

貴
重
な
記
録
と
い

え
よ
う
。

ま
ず
、

山
口

書
輔
は
、

主
権
を
「
他
ニ

比
類
ナ
キ
無
上
ノ

権
」
と
し
、

君
主
宰
相
人
民
を
拘
束
で

き
る
法
律
に

主
権
は
帰
属
す
る
と
い

う
。

氏
名

不
詳
者
の

同
じ
よ
う
な
議
会
主
権
説
も
あ
る
。

今
井
国
三
郎
は
、

主
権
を
「
一

国
ノ

政
事
ヲ

左
右
ス

ル

者
」
と
し
、

そ
れ
を
人
民
や
法
に

帰
属
さ
せ
た
場
合
「
千
変
万
化
」
す
る
か
ら
、

主
権
は
「
正
理
ト
ユ

エ

ル
一

種
ノ

無
形
物
」
に

存
す
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い

う
。

こ

れ
は
『
東
京
横
浜
毎
日

新

聞
』
十
一

月
九
日
付
を
参
考
に

し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

猪
俣
道
之
輔
は
、

主
権
を
「
一

国
憲
法
ノ

利

害
ヲ

廃
置
シ
一

国
ノ

施
政
ノ

方
向
ヲ

左
右
ス

ル

モ

ノ

」
と
し
、

国
は
人
民
を
本
に

す
る
も
の

だ
か
ら
、

主
権
は
人
民
に

帰
属
す
る
と
い

う
。

宮
田
寅
治
は
、

主
権
を
「
第
一

貴
尊
ナ
ル

モ

ノ

」
と
し
、

イ
ギ
リ

宮田寅治
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